
議 題（１）
子ども・子育て支援情報公表システム
「ここdeサーチ」改修について

こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち
部会こどもの預かりサービスの在り方に関す
る専門委員会 （第1回）

令和６年１月12日
（金） 資料１



【システム概要】

○ 子ども・子育て支援法第58条第１項に基づき、特定教育・保育施設等は、教育・保育の内容及び当該
施設等の運営状況に関する情報について、都道府県知事に報告しなければならない。
○ 同条第２項に基づき、都道府県知事は、施設等からの報告された内容を公表しなければならない。
○ 施設等による報告から都道府県知事による公表までを、全国一律でインターネット上で実施するWeb
システムとして、「子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）」を（独）福祉医療機構に
おいて運用している。（令和元年度にシステムを構築し、令和２年９月から一般公開を開始。）
○ このシステムにおいては、利用者の施設等の選択に資する情報を提供するため、インターネット上で
検索・閲覧できる環境を構築している。

子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）について

都道府県等からの問合せに対応
するためヘルプデスクを設置（独）福祉医療機構

子ども・子育て支援
情報公表システム

特定教育・保育施設
子ども・子育て支援法58条に
基づく特定教育・保育施設の
情報公表に係る情報（子ど
も・子育て支援法施行規則）

①登録

②確認
③公表

事業者（社会福祉法人、
学校法人など）

都道府県（市町村経由）

〇法人に関する事項
〇施設に関する事項
〇従業者に関する事
項
〇教育･保育の内容
〇利用料
〇その他都道府県知事
が必要と認める事項

国民の閲覧に供する

④検索・閲覧

認可外保育施設等
児童福祉法59条の２の
５等により公表するもの
と規定されている情報

所轄庁(都道府県等)

①登録
（②確認）
③公表

※将来的に事業者自らに
よる登録も可能な仕様
とする。

〇施設の名称･所在地
〇設置者の氏名(名
称)･住所(所在地)

〇建物その他の設備
〇事業開始年月日
〇施設管理者の氏名･
住所

〇その他厚生労働省
令で定める事項
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事業停止命令等に関する情報の自治体間での共有及び一般への公開の方法について

〇認可外保育施設に対する事業停止命令等を行った都道府県は、従前どおり、報道機関等を通じて、指導監督指針で示されている情
報（名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等）を公表する。また、都道府県が公表する情報は、利用者の施設選択にあたっても
重要な情報であることから、地元市区町村に対し通知するとともに、可能な限りその内容を公表するよう要請する。
〇「ここdeサーチ」においても、個別施設の詳細ページにある「指導監督等実績」から事業停止命令、施設閉鎖命令の有無を確認可能。

一般への公開の方法

自治体間の共有の方法

① 認可外保育施設に対する事業停止命令等を行った都道府県（指定都市、中核市、児童相談所設置市を含以下同じ。）は、「ここde
サーチ」の処分を行った各認可外保育施設の施設ページに、その処分の内容等（※１）の情報を登録する。
（※１）「処分の内容等」は、処分を行った自治体、処分の種類、処分年月日とする。（指導監督指針 第４(3)自治体間の情報提供及び公表 に記載済）
② 各都道府県は必要に応じて、「ここdeサーチ」（※2)に掲載の情報を参照し、必要と判断した場合には、行政処分を行った都道府県に対
して個別に詳細情報（※３）を照会する。
（※２）従来の政府共通NW/LGWAN 掲示板システム（バーチャルフォーラム/令和5年度末で終了予定）に掲載済であった、過去に行政処分を受けた事業者の

情報についても「ここdeサーチ」に引き続き掲載する。
（※３）名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等の基本的な情報に加え、処分の要件に該当すると判断するに至った事実に係る情報。

○ 令和４年９月15日施行の改正児童福祉法において、ベビーシッターを含む認可外保育施設に対する事業停止命令等に関する
情報の公開、自治体間での共有について規定。
○ これを踏まえ、事業停止命令等に関する情報の自治体間での共有や一般への公開の方法について、指導監督指針を改正し、必要な
事項を定めたところ（令和４年９月14日改正）。
○ 現在、政府共通掲示板システム上で自治体間での共有を行っているが、令和６年度以降、（独)福祉医療機構の「ここdeサーチ」の各
施設のページに、過去に事業停止命令等を受けたか否かの別、受けていた場合はその処分の内容等を追記するため、今年度中にシステム
改修等を実施。本システム改修等を踏まえ、自治体間での共有及び一般への公開の方法について、必要な整理を実務を担う自治体に対
し通知する。
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ここdeサーチにおける公表画面（個別施設の詳細ページ）

公表画面の例（過去の事業停止命令・施設閉鎖命令の暦の有無「あり」の施設）

②過去の事業停止命令・施設閉鎖命令の暦
の有無が「なし」と表示されます

公表画面の例（過去の事業停止命令・施設閉鎖命令の暦の有無「なし」の施設）
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検索結果一覧画面における「休止」・「廃止」施設の表示について

１．検索結果画面での表示イメージ（個人のベビーシッター＜※行政処分歴あり＞）

施設名の横に
「休止」・「廃止」と表示されます
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２．各施設ページでの表示イメージ（個人のベビーシッター＜※行政処分歴あり＞）

各施設ページにおける「休止」・「廃止」施設の表示について

施設名の横に
「休止」・「廃止」と

表示されます
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検索結果一覧画面における「休止」・「廃止」施設の表示について

１．検索結果画面での表示イメージ（個人のベビーシッター以外＜※行政処分歴あり＞）

施設名の横に
「休止」・「廃止」
と表示されます
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各施設ページにおける「休止」・「廃止」施設の表示について

２．各施設ページでの表示イメージ（個人のベビーシッター以外＜※行政処分歴あり＞）

テスト_ベビーシッター以外

施設名の横に
「休止」・「廃止」と表示されます
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「全国施設CSVファイルダウンロード」でダウンロードできるCSVについて

①「ダウンロード」をクリックすると、
施設一覧のCSVデータがダウンロード

②行政処分を受けた認可外施設は、CSVデータ内の項目
「営業状況」において、改修後は「休止」または「廃止」と
いう状態でCSVに含まれるようになる。

（現在は休止・廃止状態の施設はCSVに含まれません。）

休止

廃止
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認可外保育施設のサービス内容の掲示
内容について、書面での掲示に加え、

「ここdeサーチ」に掲載予定
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（参考）児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）令和６年4月1日施行

新 旧

第59条の２の２ 前条第一項に規定する施設の設置者は、次に

掲げる事項について、当該施設において提供されるサービス

を利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、

内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行

う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的と

して公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、

放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲

覧に供しなければならない。

一 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

二 建物その他の設備の規模及び構造

三 その他内閣府令で定める事項

第59条の２の２ 前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲

げる事項を当該施設において提供されるサービスを利用しよう

とする者の見やすい場所に掲示しなければならない。

一 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

二 建物その他の設備の規模及び構造

三 その他内閣府令で定める事項

※改正箇所の「内閣府令で定めるところにより」については、ここdeサーチに掲載する旨、児童福祉法施行規則を改正予定。

児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）（抄）

第49条の5 法第59条の２の２第３号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施設の名称及び所在地
二 事業を開始した年月日
三 開所している時間
四 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合
にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由

五 入所定員
六 保育士その他の職員の配置数又はその予定
七 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者
にあっては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十 緊急時等における対応方法
十一 非常災害対策
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
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